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第３回 総合計画審議会 協議事項 

 

１． 第３回総合計画審議会では次第のとおり、「第２回審議会での委員ご意見等へ

の回答、及び第２次甲州市総合計画の中間見直し（案）について」を議題といた

します。次の資料にもとづき議事を進めます。 

 

●資料の内容について 

（１）資料①第３回総合計画策定委員会 協議事項 

（２）資料②第２回審議会委員意見等への回答 

（３）資料③第２次甲州市総合計画中間見直し（案） 

 

（１）資料①協議事項は、議事の内容、策定委員会時に協議していただきたい点

などをあらかじめ委員の皆様に知っていただくための資料、また、議事を進

める際の資料となるものです。 

 

（２）資料②第２回審議会委員意見等への回答は、第２回審議会で皆様からのご

意見・ご質問等と、各担当からの回答を一覧としたものです。ご意見等は、

総合計画の基本目標の順にまとめています。 

 

○資料の左側２列目にある「関係資料頁」の資料とは、次のとおりです。 

 ・「現」現行計画・・・・第１回審議会でお配りした現行の総合計画 

 ・「資」基礎調査資料・・第２回審議会の資料②基礎調査資料 

 ・「見」見直し（案）・・・今回お送りした資料③第２次甲州市総合計画中

間見直し（案） 

 

○第２回審議会の際にもお伝えしましたが、審議会の開催間隔が短いため、

各課での検討がまだ終了していない項目については、検討中と記載してあ

ります。検討終了後の回答については、また後日お知らせします。 

 

（３）資料③第２次甲州市総合計画中間見直し（案）は、第２回審議会資料の基

礎調査資料等をもとに作成した「中間見直し（素案）」の第３部基本計画につ

いて、各課において内容を確認し、必要に応じて修正等を加えたものです。 

 

○現行の総合計画から修正をした部分を下線で示しています。（表現の変更

等は除く。） 

 

○見直し（案）については、現在も各課において検討中です。検討終了後の

（案）については、また後日お知らせします。 

資料① 
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２． 第３回審議会の議事について 

 

 

 

 

 

 

●議事の進め方について 

 

○本日の議事では、資料の②と③、主に資料③総合計画の中間見直し(案)をもとに、

同計画の６つの基本目標ごとに、ご意見等をいただきますようお願いします。 

 

○本審議会については、第１回審議会で承認いただいた総合計画審議会運営要領に

より会議時間を原則９０分としますので、基本目標１つにつき１５分程度の協議

時間をとり、基本目標ごとに事務局からの説明の後に、委員の皆さまからのご意

見等をいただきます。 

 

 

◎資料③総合計画の中間見直し(案)の『第３部基本計画』について、委員の皆様から

ご意見をいただきます。 

 

◎総合計画はその性質上、市政全般にわたり広く基本的な考えを示す計画となってお

ります。したがって、「こうした内容についても触れておくべきではないか」といっ

た内容について追加・補足するご意見、また、表現についての修正すべき点などの

ご意見をいただけるようお願いいたします。 

 

◎なお、具体的な事業・施策等については、個別計画や個々の事業にゆだねることと

なりますことをご承知おき下さい。 

 

◎委員の皆様には、主に資料③をご確認いただく中で、上記のとおり、見直し(案)第

３部基本計画の内容について追加・補足すべき点や、表現について修正すべき点を

中心に、ご意見をいただけますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

議事（１） 第２回審議会委員意見等への回答(資料②)、及び 

第２次総合計画の中間見直し（案）(資料③)について 
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３． 資料③総合計画の中間見直し(案)について 

 

○中間見直し(案)は、第２回審議会の資料②基礎調査資料や統計データ、最近の社

会情勢等をもとに作成しています。また、第２回審議会でいただいたご意見等を

もとに、さらに内容を検討しています。 

 

○現行計画から修正した部分については、下線を引いてあります（軽微な表現の修

正は除く。）。 

 

◎基本目標ごとの主な変更点 

 

◇基本目標１「創意に満ちた活力ある産業のまちづくり」について       

 

 ●基本施策１ 果樹・農林業 

  ・世界農業遺産についての記述を追加 

  ・農業、林業ともに若い世代の担い手育成について追加 

  ・防護柵補助金制度の活用呼びかけを追加 

・施策の目指す方向に、農業経営法人化、６次産業化の推進を追加 

・さらに見直しを検討中 

 

 ●基本施策２ ワイン産業 

・甲州市原産地呼称ワイン認証品数の増加に向けた検討を追加 

・イベント開催にあたっての感染症対策の記述追加 

 

 ●基本施策３ 観光・交流 

・感染症対策の記述追加 

・委員意見をうけ、施策の目指す方向に滞在型の文言追加 

・SNSの活用、プロモーションについて記述追加 

 

 ●基本施策４ 商工業 

・中心市街地の空洞化、後継者不足、企業誘致についての記述を追加 

・さらに見直しを検討中 

 

 ●基本施策５ 雇用・労働環境 

・創業支援の記述追加 

・さらに見直しを検討中 
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◇基本目標２「健やかに心ふれあう健康・福祉のまちづくり」について     

 

 ●基本施策６ 子育て支援 

  ・委員意見をうけ、目標指標を変更 

  

 ●基本施策７ 健康づくり 

  ・孤立化について記述追加 

  ・目標指標変更 

  

 ●基本施策８ 医療 

  ・医療と介護の連携の記述を時点修正し、現在の必要性の大きさに言及 

 

 ●基本施策９ 地域福祉 

  ・検証結果等をうけボランティアについての記述を増 

 

 ●基本施策１０ 高齢者施策 

  ・委員意見をうけ指標の目標値を変更 

  ・記述の整理、時点修正 

 

 ●基本施策１１ 障害者施策 

  ・障害者の就労支援等の記述を追加 

 

 ●基本施策１２ 社会保障 

  ・記述の整理、時点修正 

 

◇基本目標３「快適で安心して暮らせるまちづくり」について         

 

 ●基本施策１３ 土地利用 

  ・耕作放棄地の文言追加 

  ・検証結果を受け都市計画道路の見直しについての記述を修正 

 

 ●基本施策１４ 景観形成 

  ・目標指標「色彩などの指導数」を削除 

 

 ●基本市策１５ 道路・交通網 

  ・「交通網」についての記述を検討中 

 

 ●基本施策１６ 住宅・宅地 

  ・入居者増加対策、家賃の適正化について記述追加 
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 ●基本施策１７ 地域情報化 

  ・DX（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）についての記述を追加 

  ・委員意見にもあったマイナンバーカードについてメリット・利活用の周知等の

記述を追加 

  ・全体を検討中 

 

 ●基本施策１８ 治山・治水 

  ・災害時要援護者（高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦など）支援の記述を基本施

策１９消防・防災に移動 

 

 ●基本施策１９ 消防・防災 

  ・災害時要援護者（高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦など）支援の記述を基本施

策１８からこちらに移動 

  ・目標指標「防災士資格取得者数」を追加 

  ・女性など多様な団員確保についての記述を追加 

 

 ●基本施策２０ 交通安全・防犯 

  ・目標指標の変更 

 

 ●基本施策２１ 消費者対策 

  ・成人年齢引き下げの記述追加 

 

◇基本目標４「自然と共生する環境保全のまちづくり」について        

 

 ●基本施策２２ 環境保全 

  ・各種補助についての記述を追加 

 

 ●基本施策２３ 環境衛生 

  ・甲府・峡東クリーンセンター、東山梨行政事務組合等の記述の時点修正 

  ・ごみ減量化などの記述について追加 

 

 ●基本施策２４ 水道 

  ・上水道事業と簡易水道事業の事業統合により簡易水道についての記述削除 

 

 ●基本施策２５ 下水・排水処理対策 

  ・記述の整理、時点修正 
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◇基本目標５「心豊かな人を育む教育・文化のまちづくり」について      

 

 ●基本施策２６ 義務教育の充実 

  ・PC端末を活用した ICT教育についての記述を追加 

  ・目標指標の変更（検討中の指標有り） 

 

 ●基本施策２７ 生涯学習の推進 

  ・図書館についての記述追加 

  ・イベント、施設管理等における感染症対策の記述追加 

  ・部活動の地域移行について記述追加 

 

 ●基本施策２８ 文化財の保護と活用 

  ・イベント、施設管理等における感染症対策の記述追加 

  ・日本遺産について記述の追加 

 

◇基本目標６「ともにつくる参画と協働のまちづくり」について        

 

 ●基本施策２９ 協働のまちづくり 

  ・感染症対策、withコロナなどの記述を追加 

  ・目標指標の変更 

  ・交流事業についてオンライン等による手段の記述を追加 

 

 ●基本施策３０ 地域活動 

  ・内容、目標指標について検討中 

 

 ●基本施策３１ 男女共同参画・人権の尊重 

  ・多様性、甲州市パートナーシップ制度について記述追加 

 

 ●基本施策３２ 自治体経営 

  ・ふるさと納税についての記述追加 

  ・目標指標の変更 

  ・委員意見をうけ、広報に各種メディアの活用について記述追加 

  ・人材育成についての記述追加 
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◎今後のスケジュール等について 

 

 ・第３回審議会(11/18 開催)では、第２回審議会でいただいたご意見等を考慮のう

え作成した総合計画の中間見直し(案)を皆さまにお示しし、その内容や表現につ

いてご意見等をいただく予定です。 

 

 ・第４回審議会(12/22 開催予定)においては、第３回審議会でいただいたご意見等

をもとに、担当課と協議のうえで中間見直し(案)に修正等を加えたものの最終確

認をしていただき、ご了承いただければパブリックコメントの手続きに入ります。 

 

 ・最終的には、第５回審議会(年明け開催予定)において総合計画審議会から市長へ

答申をいただき、庁内の総合計画策定委員会等における最終協議の後、中間見直

し(案)を３月議会に上程の予定です。なお、庁内での協議においても内容等に修

正が加わる場合があることをご承知おきください。 

 

 


